
福岡県警　ニセ電話　　 検索

電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！

ニセ電話詐欺に注意

県民相談室　☎０９２‐６４３‐３３３３　Ⓕ０９２‐６４３‐３１０７
その他、北九州県民情報コーナーや各保健福祉（環境）事務所の総合相談窓口でも受け付けています。
【インターネット】　　　　　　　　　　　　【郵送】〒８１２‐８５７７（住所不要）県民情報広報課広聴係※収集した個人情報は、当該業務の目的

　以外には使用しません

県政に対するご意見・ご相談
福岡県　県民の声 検索

　緊急事態宣言に伴う飲食店の時
短営業や不要不急の外出・移動の自
粛の影響を受け、売り上げが減少し
た事業者に支援金を給付します。
〈給付要件〉令和３年１月から３月のい
ずれかの月間売り上げが前年（もしくは
前々年）同月比３０％以上５０％未満減
少した事業者（北九州市、福岡市を除く）
※５０％以上減少した事業者は国の
支援金の対象になります
〈給付額〉
〔法人〕上限１５万円
〔個人事業者〕上限１０万円
〈申請方法〉県ホームページの申請
ページに必要事項を入力
※郵送による申請をご希望の場合
は下記へお電話ください
〈申請期限〉５月３１日（月）
※詳しくはお問い合わせいただくか、
県ホームページをご覧ください
　福岡県中小企業者等一時支援金
コールセンター（平日９時から１７時）
☎０１２０‐１２３‐０７１

福岡県中小企業者等
一時支援金

問

福岡県警 交通安全活動 検索

健康実態調査
　県から調査に関する通知が届いて
いないカネミ油症認定患者で、調査
にご協力いただける人はご連絡くだ
さい。調査にご協力いただくと、国か
ら健康調査支援金が支給されます。

同居家族の認定申請
　カネミ油症認定患者の油症発生
当時の同居家族で、一定の基準を満
たす場合、カネミ油症患者として認
定の対象となります。
※申請は随時受け付けています
　生活衛生課
☎０９２-６４３-３２８０Ⓕ０９２-６４３-３２８２

カネミ油症患者の皆さんへ

問

　民生委員・児童委員は、住民の皆
さんの身近な相談相手として、さま
ざまな機関と連携して必要な支援
を行っています。お困りの時は、お
住いの地域の民生委員・児童委員に
ご相談ください。
〈活動例〉
[相談]住民が抱える問題について、
親身になって相談に乗ります
[情報提供]社会福祉の制度やサービ
スについて、住民に情報を提供します
※５月１２日（水）の「民生委員・児童
委員の日」から１週間、各地でＰＲ活
動が行われます
　お住まいの市町村の福祉担当課
または県福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３Ⓕ０９２-６４３-３２４５

問

ご存知ですか？
民生委員・児童委員 県HP

　自動車税（種別割）は、県税事務所、
郵便局、金融機関などで納付できま
す。コンビニエンスストアでは、土曜、
日曜、夜間でも納付が可能です。また、
インターネットを利用したクレジット
カードによる納付やスマホアプリを
利用した納付方法もあります。
　詳しくはご自宅に届く納税通知書や
同封のチラシをご覧いただき、必ず納
期限までに納付をお済ませください。
　最寄りの県税事務所または税務課
☎０９２-６４３-３０６７Ⓕ０９２-６４３-３０５１
問

自動車税（種別割）の納期限は
５月３１日（月）です 県HP

　６月１３日（日）は「春の環境美化の
日」です。当日は各市町村によって一
斉清掃の行事が実施されます。ぜひ
ご参加ください。
※新型コロナウイルスの感染状況や
地域の事情により日程が異なること
がありますので、日時、場所、内容につ
いては、各市町村にご確認ください
　廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３３６３Ⓕ０９２-６４３-３３６５
問

春の環境美化の日
県HP

　例年、新入学の時期である４月か
らは小学生の歩行中の交通事故が
多発する傾向があります。
　保護者の皆さんは、飛び出しなど
の道路でやってはいけない危険行
為や横断歩道を利用した安全な道
路の横断について、子どもたちに
しっかりと教えましょう。ドライバー
の皆さんは、子どものとっさの行動
に注意しながら安全な速度と車間
距離を保ち、みんなで交通事故を防
止しましょう。
　県警察本部交通企画課
☎０９２-６４１-４１４１
問

子どもたちを
交通事故から守りましょう！

福岡県砂防課 検索

　６月は土砂災害防止月間です。県
では、ホームページで県内全域の雨
量情報や土砂災害の予兆の見分け
方、土砂災害警戒区域などの情報提
供を行っています。また、「防災メー
ル・まもるくん」で土砂災害警戒情
報や土砂災害危険度情報の配信を
行っています。ぜひご活用ください。
　砂防課
☎０９２-６４３-３６７８Ⓕ０９２-６４３-３６８９
問

土砂災害に備えましょう

　令和２年７月豪雨で被災された中
規模半壊世帯（損害割合３０％台）に
対し、住宅の再建方法に応じて次の
とおり支援金が支給されます。

※世帯人数が１人の場合は４分の３の額
　お住まいの市町村または県福祉
総務課
☎０９２-６４３-３２４６Ⓕ０９２-６４３-３２４５

被災者生活再建支援金の
支給対象が拡充されました

県HP

問

県HP 県HP

建設・購入 １００万円

補修 ５０万円

賃借（公営住宅を除く） ２５万円

福岡県消費生活センター

５月は消費者月間です！
消費者トラブルは
すぐ相談！ １８８
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